
ニュースレポート 

令和５年９月５日 

 

報 道 機 関  各 位 

社会福祉課障がい福祉係   

 

 

タイトル   ９月２３日「手話言語の国際デー」のライトアップ                  

 

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

行事・事業名 

 

９月２３日「手話言語の国際デー」のライトアップ 

 

日  時 

 

令和５年９月２３日（土）1９時 00分～21時 00分 

 

場所・住所 

 

赤穂城隅櫓 

趣旨・目的（ＰＲしたいこと） 

毎年、9月 23日は「手話言語の国際デー」です。2017年 12月 19日に国連総

会で決議され、「手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全

に保障されるよう国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を

講じることを促進する」こととされています。 

また、毎年、世界ろう連盟によってテーマが定められており、202３年のテーマは

「世界中のろう者が、どこでも手話言語でコミュニケーションできる社会へ！」です。 

さらに、世界ろう連盟から、世界各地で世界ろう連盟のロゴの色であり、「世界平

和」を表す青色にライトアップするよう働きかけています。 

赤穂市においても、赤穂城隅櫓においてライトアップを行いますので、ぜひご覧く

ださい。 

 

 主催：赤穂ろうあ協会 

問い合わせ先 

部課係名：健康福祉部社会福祉課障がい福祉係 

担当者名：谷・田中 

電 話：0791-43-6833     内線（ 2134  ） 

F A X：0791-45-3396 

〇添付資料（有・無） ○ホームページへの掲載（有・無） 〇議会報告（有・無） 

AKO CITY 

赤穂市 



２０２３．９．２３ （土）手話言語
の国際デ

ー

▷手話体験コーナー

赤穂市民会館

2階 第2会議室

16:00～18:00

▷ブルーライトアップ
赤穂城隅櫓
大手前公園

19:00～

問い合わせ先

赤穂ろうあ協会 事務局 霜田

FAX ：(0791)42-1512

Email ：shimoyan1014@outlook.jp

手話言語が音声言語と対等である
ことを認め、ろう者の人権が完全に
保障されるよう国連加盟国が社会
全体で手話言語についての意識を
高める手段を講じることを促進する
ことです。

ライトアッ
プイベン

ト

手話言語の国際デーとは？

手話の「あいうえお」って

どうやるの？

今から使える簡単な手話を

体験してみよう！

主催：赤穂ろうあ協会


